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ศ  㔝 ␒ ྕ ᥦ ゝ ࡢ ෆ ᐜ ഛ ⪃ 

ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ 

ᥦ ゝ 㸯 ♫ಖ㞀యࡢぢ㏻ࡢࣥࣙࢪࣅࡋᥦ♧  

ᥦ ゝ 㸰 ᅜᆅ᪉ࡢᙺศᢸࡢᵓ⠏  

ᥦ ゝ 㸱 ᆅ᪉ࡢពぢࢆ࡛ᫎࡢ┿ࡿࡁᅜẸ㆟ࡢタ⨨  

་⒪ಖ㝤ไᗘ 

ᥦ ゝ 㸲 ࠗᅜᅜಖ 㸦࠘௬⛠㸧ࡢタ  

ᥦ ゝ 㸳 ᅜಖࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶కࠗ࠺ᅜඹྠᴗ࠘ࡢᐇ➼ ᪂つ 

ᥦ ゝ 㸴 ࠗᅜ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ 㸦࠘௬⛠㸧ࡢタ  

ᥦ ゝ 㸵 
ูᶆ‽ᐃ㢠་⒪㈝ไࠊཎ๎ᚋⓎ་⸆ရᣦᐃไᗘࠊᝈ⪅་⸆ရ

㑅ᢥไࡢᑟධ᳨ウ 

 

ᥦ ゝ 㸶 ಖ㝤⪅㛫ࡢ㈨᱁ሗ➼ࢱ࣮ࢹඹ᭷ࡢ᥎㐍➼  

་ ⒪ ไ ᗘ 

 

ͤศ㔝᪂タ 

ᥦ ゝ 㸷 ་ᖌ☜ಖᑐ⟇ࡢᣑ ᪂つ 

ᥦゝ 10 ಖ㝤་⒪ᶵ㛵➼ᑐࡿࡍᣦᑟ࣭┘ᰝయไࡢᐇᙉ ぢ┤ࡋ 

ᥦゝ 11 
ࡍᑐᰂ㐨ᩚ⾡ᡤࡧཬ࠺ࡹࡁࠊࡾࡣࠊᣦᅽࢪ࣮ࢧࢵ࣐ᦶࢇ࠶

 ᙉࡢᣦᑟయไࡿ
᪂つ 

ᥦゝ 1「 බᖹ࣭Ᏻᐃⓗ࡞་⒪㈝ຓᡂไᗘࡢᵓ⠏➼㞴ᨵ㠉ࡢ㐙 ぢ┤ࡋ 

ㆤಖ㝤ไᗘ 

ᥦゝ 1」 
ㆤࢫࣅ࣮ࢧᮍ⏝⪅ࡿಖ㝤ᩱࡢ㍍ῶᥐ⨨ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊

ᅖᣑࠊ㧗ᡤᚓ⪅ࡢ⏝㈇ᢸྜࡢᣑ 

 

ᥦゝ 1『 
ㆤࡢࢫࣅ࣮ࢧᩱ㔠ୖࡏไᗘࡢᑟධࡿࡼㆤ⫋ဨ➼ࡢฎ㐝ᨵ

ၿ 

 

ᥦゝ 1』 ㆤࡢࢫࣅ࣮ࢧᆅᇦ㛫᱁ᕪࡢṇ  

ᥦゝ 16 
ㆤࢫࣅ࣮ࢧᴗ⪅ཬࡧ⏝⪅ࡿࡅ࠾せㆤ≧ែᨵၿࡢព㆑

ྥୖ 

 

ᥦゝ 17 
♫ಖ㞀ไᗘࡢ➼ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾༠ാಁࢆ㐍ࡢࡵࡓࡿࡍ

⤌᳨ࡢࡳウ 

 

Ꮚ⫱࡚ᨭ  

ไ ᗘ 

ᥦゝ 18 ᪂ඣ❺ᡭᙜไᗘࡿࡅ࠾ᡤᚓไ㝈ୡᖏุ᩿ࡢᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ  

ᥦゝ 19 
ㄆᐃࡶࡇᅬࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽ࡿࡅ࠾⮬ᅬㄪ⌮⩏ົࡢࡅぢ

 ࡋ┤

 

ᥦゝ 「0 ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ㈝ࡢ㸱ṓ௨ୖඣ㣗㈝ࡢ⟬ධ  

㞀ᐖ⚟♴ไᗘ 

ᥦゝ 「1 
㞀ᐖ⚟♴ࢫࣅ࣮ࢧ┦ㄯᨭᴗᡤࡢ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡢ」ᩘ㓄⨨

 యไᩚഛࡿࡼ

 

ᥦゝ 「「 㞀ᐖ⚟♴ࢫࣅ࣮ࢧᨭ⤥㔞ࡢỴᐃ᪉ἲࡢᨵၿ  

ᥦゝ 「」 ᆅᇦ⏕άᨭᴗࡿࡅ࠾ᚲ㡲ᴗࡢಶู⤥  

⏕άಖㆤไᗘ 

 ⏕άಖㆤไᗘ㛵ࡿࡍᥦゝ࡚࠸ࡘ㸦ໃኚ➼㸧 ㏣ຍ 

ᥦゝ 「『 ་⒪ᢇຓࡢ㐺ṇᐇຠࡿ࠶ไᗘࡢᑟධ ぢ┤ࡋ 

ᥦゝ  ࡋ┤ᑟධ ぢࡢάᨭไᗘ⏕ࡓ࠼ᤊయⓗ୍ࢆᑵປ♴⚟ 『」

ᥦゝ 「6 ⏕ά㈝ࡢᐇែᢕᥱࠊ༢⤥ไᗘࡢᣑཬࡧ⌧≀ᨭ⤥ไᗘࡢᑟධ ぢ┤ࡋ 

ᥦゝ 「7 ⏕άಖㆤཷ⤥㈨᱁୍ࡢᗫṆไᗘࡢタ  

ᥦゝ 「8 
⣼✚㔠ࡢ࠸ᢅྲྀࡢཝṇ࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢࠊධᒃ⪅ࡢᇶ‽⏕ά㈝ࡢ

⟇ᐃ➼ 

 

ᥦゝ 「9 
♫ⓗᴗ㸦ࢫࢿࢪࣅࣝࣕࢩ࣮ࢯ㸧࣭ 㹌㹎㹍➼ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡓࡌ⏕

άᨭ࣭⮬❧ᨭ 

 

㈈ ᨻ ᇶ ┙ ᥦゝ 」0 つᶍ࡞㈈※⛣ㆡ࠺⾜ࢆ㝿ࡢ㔠ࡿࡼ⮬య㛫᱁ᕪࡢṇ➼ ぢ┤ࡋ 

ͤ⥙ࠊࡣࡅ᪂つཬࡧ㏣ຍࠋഛ⪃ḍࠕぢ┤ࠊࡣࠖࡋⅬಟṇ➼௨እᥦゝෆᐜࢆぢ┤ࠋࡢࡶࡓࡋ 



᪂つ㻌ۍ

ᥦゝᥦゝᥦゝᥦゝ㸳㸳㸳㸳㸸ᅜಖࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶క࠺ᅜඹྠᴗࡢᐇ➼㸸ᅜಖࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶క࠺ᅜඹྠᴗࡢᐇ➼㸸ᅜಖࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶క࠺ᅜඹྠᴗࡢᐇ➼㸸ᅜಖࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶క࠺ᅜඹྠᴗࡢᐇ➼    

   ࣭ᅜᅜಖࡢᐇ⌧ࠊࡅྥ㈈ᨻつᶍࡢᅜࢆᅗࠊࡵࡓࡿᅜಖࡢ࡚ࡢ་⒪㈝ࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡢࡽᣐฟ㔠  ࡛

㈥࠺ඹྠᴗࢆᐇࠋࡿࡍ 

「࣭9ᖺᗘࡽᅜಖࢆ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ㒔㐨ᗓ┴༢ࡢඹྠᴗ7」ࡢᖺᗘࡢࡽ་⒪㈝ࡢᣑࢆ 

୰Ṇࠋࡇࡿࡍ 

   ࣭ᆅ᪉༢⊂་⒪㈝ຓᡂᴗࠊࡕ࠺ࡢᅜ୍ᚊᐇࢆࡢࡶ࠸ࡋࢃࡉࡩࡀࡇࡿࡍබⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘࡳ⤌ධ 

 ࠋࡿࡍไᗘࡿࡍ㈇ᢸࡀ⪅་⒪ಖ㝤ࢆᕫ㈇ᢸ㍍ῶศ⮬ࡢ⪅㇟ᑐࠊࢀ

ᥦゝᥦゝᥦゝᥦゝ㸷㸷㸷㸷㸸་ᖌ☜ಖᑐ⟇㸸་ᖌ☜ಖᑐ⟇㸸་ᖌ☜ಖᑐ⟇㸸་ᖌ☜ಖᑐ⟇ࡢᣑࡢᣑࡢᣑࡢᣑ    

   ࣭㒔㐨ᗓ┴ࠊᅜࡀ㈈※ࢆ㈇ᢸࠕࡋ་ᖌ☜ಖᇶ㔠ࠖࢆタࠋࡿࡍ 

 ࠋࡿࡍົ⩏ࢆ⨨タࡢㅮᗙࡿࡍᐇࢆ⫱ᩍࡢࡵࡓࡿࡍᚑᆅᇦ་⒪ࠊ࡚࠸࠾ᆅᇦᯟࠖタ⨨Ꮫࠕ࣭   

   ࣭᪂࡞ࡓᑓ㛛་㛵ࡿࡍ⤌ࡢࡳᵓ⠏ᙜࠊ࡚ࡗࡓ◊ಟタཷࡢධᩘᆅᇦࢆࢫࣥࣛࣂ⪃៖ࡓࡋᐃဨࢆタࡅ 

 ࠋࡿࡍࡳ⤌ࡿࢀࡉศᩓ㐺ษᆅ᪉ࡀ་ᖌࠊ➼ࡿ

   ࣭◊ಟయไᩚࡀഛ࡛ࡿࡁ୰ᑠ㝔⩌ࠊࡣ࡚࠸ࡘᇶᖿᆺ⮫ᗋ◊ಟ㝔ࡢཧ⏬ึࡶ࡚ࡃ࡞ࡀᮇ⮫ᗋ◊ಟ㝔⩌ 

 ࠋࡍ┤ぢࢆ‽ᣦᐃᇶ࠺ࡼࡿࢀࡽࡅཷࢆᣦᐃ࡚ࡋ

ᥦゝᥦゝᥦゝᥦゝ11111111㸸ࢇ࠶ᦶࢪ࣮ࢧࢵ࣐㸸ࢇ࠶ᦶࢪ࣮ࢧࢵ࣐㸸ࢇ࠶ᦶࢪ࣮ࢧࢵ࣐㸸ࢇ࠶ᦶࢪ࣮ࢧࢵ࣐ᣦᅽᣦᅽᣦᅽᣦᅽ࠺ࡹࡁࠊࡾࡣࠊཬࡧᰂ㐨ᩚ⾡ᡤᑐࡿࡍᣦᑟయไࡢᙉ࠺ࡹࡁࠊࡾࡣࠊཬࡧᰂ㐨ᩚ⾡ᡤᑐࡿࡍᣦᑟయไࡢᙉ࠺ࡹࡁࠊࡾࡣࠊཬࡧᰂ㐨ᩚ⾡ᡤᑐࡿࡍᣦᑟయไࡢᙉ࠺ࡹࡁࠊࡾࡣࠊཬࡧᰂ㐨ᩚ⾡ᡤᑐࡿࡍᣦᑟయไࡢᙉ    

 ࠋࡿࡍഛᩚࢆᣦᑟせ㡿ࡿࡍᑐ⾡ᡤ➼ࢪ࣮ࢧࢵ࣐ᦶࢇ࠶࣭   

   ࣭⾡ᡤ࡛⾜࠺⾡ᡭᢏཬࡧᗈ࿌࡛ࡿࡁ㡯┠➼࡚࠸ࡘᣦ㔪➼ࢆసᡂࠋࡿࡍ 

   ࣭⾡ᡤ㛤タࢆᒆฟไࡽᮇ㝈ࡢࡁチྍไࠋࡿࡍ 

࣭↓㈨᱁⪅ࡿࡼ⒪ἲᑐࠊ࡚ࡋᡭᢏཬࡧᗈ࿌ࡢ⠊ᅖ➼࡚࠸ࡘᇶ‽ࢆ᫂☜ࠋࡿࡍ 

㻌ࡋ┤ぢۍ

ᥦゝ10㸸ಖ㝤་⒪ᶵ㛵➼ᑐࡿࡍᣦᑟ࣭┘ᰝయไࡢᐇᙉ 

ᥦゝ「4㸸་⒪ᢇຓࡢ㐺ṇᐇຠࡿ࠶ไᗘࡢᑟධ 

   Ѝಖ㝤་⒪ᶵ㛵➼ᑐࡿࡍᣦᑟ࣭┘ᰝࠊ࡚࠸ࡘᅜࡀᅜࡀᅜࡀᅜ୍ࡀඖⓗ㈐௵ࢆᣢ୍ࡘඖⓗ㈐௵ࢆᣢ୍ࡘඖⓗ㈐௵ࢆᣢ୍ࡘඖⓗ㈐௵ࢆᣢࡘไᗘไᗘไᗘไᗘᨵṇ࠺ࡼࡿࡍぢ┤ࠋࡋ 

     ᅜಖࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡀ㐠Ⴀ࠺࠸ࡿࡍᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃៖ࡓࡋಟṇࠋಖ㝤་⒪ᶵ㛵ᑐࡿࡍᣦᑟ࣭┘ᰝಀࡿᣦ

ᑟᶒ⪅ࠊࢆ๓ᅇᥦゝࠕࡢ㒔㐨ᗓ┴ࠖࠕࡽᅜࠖಟṇࠋ 

 ᥦゝ1「㸸බᖹ࣭Ᏻᐃⓗ࡞་⒪㈝ຓᡂไᗘࡢᵓ⠏➼㞴ᨵ㠉ࡢ㐙 

   Ѝ㞴᪂ἲᇶ࡙࡚࠸ᅜᑟ࡛ᅜᑟ࡛ᅜᑟ࡛ᅜᑟ࡛㞴㞴㞴㞴ᝈ⪅ᨭᝈ⪅ᨭᝈ⪅ᨭᝈ⪅ᨭᑐ⟇ᑐ⟇ᑐ⟇ᑐ⟇ࡢࡢࡢࡢᇶᮏィ⏬ᇶᮏィ⏬ᇶᮏィ⏬ᇶᮏィ⏬ࡢࡢࡢࡢ⟇ᐃ⟇ᐃ⟇ᐃ⟇ᐃࢆồ࠺ࡼࡿࡵぢ┤ࠋࡋ 

     㞴་⒪㈝ຓᡂࠊࡣ࡚࠸ࡘ⩏ົⓗ⤒㈝࡚ࡋᅜࡀ┦ᛂࡢ㈇ᢸࠊࡾ࡞ࡇࡿࡍࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㉸㐣㈇ᢸࡣゎ

ᾘࠋ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉࡚ࡋ⎔୍ࡢ㞴ᑐ⟇ࡢᣑ᳨ࡀウࡿ࠸࡚ࢀࡉ୰ࠊᅜࡀయࡾ࡞㞴ᑐ⟇⥲ྜⓗ

 ࠋಟṇࡵࡓࡿ࠶ࡀᚲせࡴ⤌ࡾྲྀ

ᥦゝ「5㸸⚟♴ᑵປ୍ࢆయⓗᤊࡓ࠼⏕άᨭไᗘࡢᑟධ 

   Ѝ✌ാᖺ㱋ᒙཷࡢ⤥ᢚไ㈨ࠊ࠺ࡼࡿࡍ᪂࡞ࡓ᪂࡞ࡓ᪂࡞ࡓ᪂࡞ࡓ⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭไᗘຍ࠼⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭไᗘຍ࠼⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭไᗘຍ࠼⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭไᗘຍࠊࠊࠊࠊ࠼㞠⏝ᨻ⟇ࡢᙉࢆᅗࡿ㞠⏝ᨻ⟇ࡢᙉࢆᅗࡿ㞠⏝ᨻ⟇ࡢᙉࢆᅗࡿ㞠⏝ᨻ⟇ࡢᙉࢆᅗࡿᥦゝࢆ㏣ຍࠋ 

   ࠝ⏕άಖㆤࡿ⮳๓ࡢ⏕άᅔ❓⪅ࡢ⮬❧ᨭไᗘࡀᑟධ࡚ࡏࢃ࠶ࠊࡽࡇࡿࢀࡉᑵປᨭ⟇ࡢᙉࢆᥦࠞࠋ  

ᥦゝ「6㸸⏕ά㈝ࡢᐇែᢕᥱࠊ༢⤥ไᗘࡢᣑཬࡧ⌧≀ᨭ⤥ไᗘࡢᑟධ 

  Ѝ⏕άಖㆤୡᖏࡢᾘ㈝ᐇែᢕᥱࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿ⏕άಖㆤୡᖏࡢᾘ㈝ᐇែᢕᥱࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿ⏕άಖㆤୡᖏࡢᾘ㈝ᐇែᢕᥱࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿ⏕άಖㆤୡᖏࡢᾘ㈝ᐇែᢕᥱࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿᥦゝࢆ㏣ຍࠋ 

⌧≀ᨭ⤥ไᗘࠊࡣ࡚࠸ࡘᣦᐃᣦᐃᣦᐃᣦᐃࡸࢻ࣮࢝ࡿࡍࡿࡍࡿࡍࡿࡍ㟁Ꮚ࣮ࢿ࣐➼࡛㉎ධࡿࡍ᪉ἲ㝈ᐃࡸࢻ࣮࢝㟁Ꮚ࣮ࢿ࣐➼࡛㉎ධࡿࡍ᪉ἲ㝈ᐃࡸࢻ࣮࢝㟁Ꮚ࣮ࢿ࣐➼࡛㉎ධࡿࡍ᪉ἲ㝈ᐃࡸࢻ࣮࢝㟁Ꮚ࣮ࢿ࣐➼࡛㉎ධࡿࡍ᪉ἲ㝈ᐃࠋ 

 ⏕άಖㆤἲᨵṇࠊࡾࡼᐙィ⟶⌮ࢆᨭࡿࡍ⤌ࡽࡇࡓࡗ࡞⬟ྍࡀࡳಟṇࠊࡓࡲࠋ⌧≀ᨭ⤥ไᗘࡘ

 ࠋಟṇ࠺ࡼࡿࡍ㝈ᐃ➼ࢻ࣮࢝ࠊࡽࡇࡿ࠶ᐜ࡛᫆ࡀ㏵ᢕᥱࡢ㈝ಖㆤࡸ᭷ᛶࡢࢺࢫࢥᑟධࠊ࡚࠸

ᥦゝ」0㸸つᶍ࡞⛯※⛣ㆡ࠺⾜ࢆ㝿ࡢ㔠ࡿࡼ⮬య㛫᱁ᕪࡢṇ➼ 

   Ѝᅜࡢ⮫㔠ࡾࡼタྛࡓࡋ✀ᇶ㔠ࢆᗫṆࡿࡍሙྜࠊࡣ㈈※ࡢᜏஂᑐ⟇ࢆㅮࡿࡌᅜࡢ⮫㔠ࡾࡼタྛࡓࡋ✀ᇶ㔠ࢆᗫṆࡿࡍሙྜࠊࡣ㈈※ࡢᜏஂᑐ⟇ࢆㅮࡿࡌᅜࡢ⮫㔠ࡾࡼタྛࡓࡋ✀ᇶ㔠ࢆᗫṆࡿࡍሙྜࠊࡣ㈈※ࡢᜏஂᑐ⟇ࢆㅮࡿࡌᅜࡢ⮫㔠ࡾࡼタྛࡓࡋ✀ᇶ㔠ࢆᗫṆࡿࡍሙྜࠊࡣ㈈※ࡢᜏஂᑐ⟇ࢆㅮࡿࡌᥦゝࢆ㏣ຍࠋ 

   ࠝᇶ㔠ᗫṆᚋࡢᆅ᪉㈈ᨻࢃࡋࡢᐤࡀࡏᠱᛕࡇࡿࢀࡉཬࡧᏳᐃⓗ࡞⟇ࡢᒎ㛤ࡽࡇࡿ࡞⬟ྍࡀᥦࠞࠋ  

ƑƻǊႆƷᅈ˟̬ᨦСࡇો᪃੩ᚕᲢ26  Ჭஉ༿Უ ૼᙹȷᙸႺƠƷಒᙲ࠰



え ひ め 発 の 社 会 保 障 制 度 改 革 提え ひ め 発 の 社 会 保 障 制 度 改 革 提え ひ め 発 の 社 会 保 障 制 度 改 革 提え ひ め 発 の 社 会 保 障 制 度 改 革 提 言言言言（（（（26262626 年３月年３月年３月年３月版）版）版）版）    
 

基本的考え方 

 1 社会保障全体の見通しとビジョンの提示社会保障全体の見通しとビジョンの提示社会保障全体の見通しとビジョンの提示社会保障全体の見通しとビジョンの提示 
 国民の不安を解消するため、国は、地方の協力を得て社会保障全体の中長期的見通しと将来ビジョンを分かりや
すく提示する。また、サービスと負担のバランスについて国民・住民の理解を得ながら、国と地方が協力して社会
保障財源の確保策を検討する。なお、制度の見直しに当たっては、十分な周知期間と準備期間を設ける。 

 2 国と地方の役割分担の再構築国と地方の役割分担の再構築国と地方の役割分担の再構築国と地方の役割分担の再構築 
 制度と現場が乖離することなく、最適な社会保障サービスが提供できるよう、制度設計段階から運用に至
るまで、国と地方が緊密に協力して行う体制を確立する。また、医療保険など全国一律で実施すべき制度は、
国の責任を明確にした上で国と地方が協力して制度の構築と運用を行い、子育て支援サービスなど現場の創
意工夫に委ねるべきものは、画一的な義務付けや時代の変化にそぐわない規制を見直す。 

 3 地方の意見を反映できる真地方の意見を反映できる真地方の意見を反映できる真地方の意見を反映できる真の国民会議の設置の国民会議の設置の国民会議の設置の国民会議の設置 
 社会保障制度に関する国民会議や国の審議会等を設置する場合においては、現場を担っている地方代表者
の参画を必須とし、現場の実態に即した施策を策定する。 

 

医療保険制度 

 4 「全国国保」（仮称）の創設「全国国保」（仮称）の創設「全国国保」（仮称）の創設「全国国保」（仮称）の創設 

 将来にわたって持続可能な医療保険制度を構築するための第一歩として、国･都道府県･市町村の共同運営

による「全国単位の国保制度」を創設する。 

 5 国保の都道府県移管に伴う全国共同事業の実施等国保の都道府県移管に伴う全国共同事業の実施等国保の都道府県移管に伴う全国共同事業の実施等国保の都道府県移管に伴う全国共同事業の実施等 

 国保の全ての医療費を、全都道府県からの拠出金で賄う共同事業とし、財政規模の全国化を図る。また、

地方単独医療費助成事業のうち、全国一律に実施すべきものを公的医療保険制度に組み入れる。 

 6 「全国高齢者医療制度」（仮称）の創設「全国高齢者医療制度」（仮称）の創設「全国高齢者医療制度」（仮称）の創設「全国高齢者医療制度」（仮称）の創設 

 前期高齢者（65歳～74歳）まで拡大した「全国レベルの高齢者医療制度」を創設し、地域の医療提供体制

の確保に配慮しながら、患者負担割合の見直し（例えば、原則３割負担[低所得者は軽減率適用]）を行う。 

 7 病症別標準定額医療費制、原則後発医薬品指定制度病症別標準定額医療費制、原則後発医薬品指定制度病症別標準定額医療費制、原則後発医薬品指定制度病症別標準定額医療費制、原則後発医薬品指定制度、患者医薬品選択制、患者医薬品選択制、患者医薬品選択制、患者医薬品選択制の導入検討の導入検討の導入検討の導入検討 

 慢性疾病に対する定額医療費制の導入や、医師が可能と判断した場合の後発医薬品の原則処方義務化等の

導入について検討する。 

 8 保険者間の資格情報等データ共有化の推進等保険者間の資格情報等データ共有化の推進等保険者間の資格情報等データ共有化の推進等保険者間の資格情報等データ共有化の推進等    

 保険者間で資格情報等データを共有化するとともに、国保資格の職権適用を可能とするなど、資格取得・

喪失の適正化、利便性向上と保険者のコスト低減を図る。 

 

医療制度 

 9 医師確保対策の拡充医師確保対策の拡充医師確保対策の拡充医師確保対策の拡充 
・国が財源負担し、全都道府県に「医師確保基金」を創設する。 
・「地域枠」設置大学に、地域医療に従事するための教育を実施する講座の設置を義務化する。 
・新たな専門医の仕組みを構築するに当たり、地域バランスを考慮した研修受入れ定員を設ける。 
・基幹型臨床研修病院が参画しない中小病院群でも、研修体制が整備できれば初期臨床研修病院群として指定 

を受けられるよう指定基準を見直す。 

10保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化 

 生活保護、公費負担医療を含めた全ての制度を対象に、国が保険医療機関等に対する指導・監査に一元的

に責任を持つ制度に改正し、指導・監査体制の充実強化と効率化を図る。 

11あん摩マッサージあん摩マッサージあん摩マッサージあん摩マッサージ指圧指圧指圧指圧、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する指導体制の強化、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する指導体制の強化、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する指導体制の強化、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する指導体制の強化 

 施術所に対する指導要領を整備するとともに、施術所で行う施術手技及び広告できる項目等について指針

を作成する。施術所の開設を届出制から期限付きの許可制とする。また、無資格者の療法に対して、手技及

び広告の範囲等について基準を明確化する。 

12公平・安定的な医療費助成公平・安定的な医療費助成公平・安定的な医療費助成公平・安定的な医療費助成制度の構築等難病改革の完逐制度の構築等難病改革の完逐制度の構築等難病改革の完逐制度の構築等難病改革の完逐    
 国が難病患者支援対策の基本計画を策定する等総合的に難病対策に取り組み、公平で安定的な社会保障給
付と位置付ける。また、新制度の施行に当たっては十分な周知を図り、円滑に対応できる体制を整備する。 

 

介護保険制度 

13介護サービス未利用者介護サービス未利用者介護サービス未利用者介護サービス未利用者にかかるにかかるにかかるにかかる保険料保険料保険料保険料のののの軽減措置、軽減措置、軽減措置、軽減措置、被保険者の範囲拡大、高所得者の利用負担割合の拡大被保険者の範囲拡大、高所得者の利用負担割合の拡大被保険者の範囲拡大、高所得者の利用負担割合の拡大被保険者の範囲拡大、高所得者の利用負担割合の拡大 

 被保険者の対象範囲の拡大（例えば40歳以上→30歳以上）や、現役並み所得者に対する利用者負担割合の

引上げ（例えば１割負担→３割負担）を行う。また、介護サービスを一定期間（例えば５年ごと）受けてい

ない第１号被保険者への保険料の軽減措置を創設する。 

14介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善 

 一定レベル以上のスキルを有する職員を雇用し、質の高いサービスを提供する事業者を認定するなど、事

業者に一定の範囲内で料金の上乗せ設定（利用者の選択による自己負担）を可能とする制度を導入し、介護

職員等の処遇改善を図る。 

基本的考え方 



15介護サービスの地域間格差の是正介護サービスの地域間格差の是正介護サービスの地域間格差の是正介護サービスの地域間格差の是正 

 市町村と協議の上、都道府県において、市町村単位で報酬単価の上乗せ設定を可能とする制度の創設によ

り、過疎地域への介護サービス事業者の誘導等を図る。 

16介護サービス事業者及び利用者における要介護状態改善への意識向上介護サービス事業者及び利用者における要介護状態改善への意識向上介護サービス事業者及び利用者における要介護状態改善への意識向上介護サービス事業者及び利用者における要介護状態改善への意識向上 

 更新認定等において要介護度が改善した場合に適用されるサービス事業者に対するインセンティブ制度

（例えば介護報酬加算や一時金等）や、サービス利用者に対する自己負担額の軽減措置等を創設する。 

17社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討 
 超高齢・少子化社会においても現行レベルの社会保障サービスの提供を維持できるよう、社会保障制度に
おけるボランティア等の担う役割や位置付けの明確化をはじめ、ボランティアの信用性を担保する仕組みや
支援制度等を検討し、協働を促進する。 

 

子育て支援制度 

18新児童手当制度における所得制限新児童手当制度における所得制限新児童手当制度における所得制限新児童手当制度における所得制限世帯の判断世帯の判断世帯の判断世帯の判断基準の見直し基準の見直し基準の見直し基準の見直し 
 所得制限世帯の判断基準を「家計の主宰者の所得額」から「世帯の所得合計額」に見直し、世帯間の公平化を図る。 

19認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し    
 認定こども園において義務付けられている給食の自園調理を参酌基準とし、３歳未満児に対する給食の外部
搬入を認めるなど、地方における多様な保育ニーズの対応を可能とする。 

20保育所運営費への３歳以上児主食費の算入保育所運営費への３歳以上児主食費の算入保育所運営費への３歳以上児主食費の算入保育所運営費への３歳以上児主食費の算入 
 主食を持参している３歳以上児について、国が示す保育所運営費における給食材料費に、３歳以上児の主食
費を含めるように改正し、地域のニーズに応じ、受益者負担（保育料に加算）による完全給食を可能とする。 

 

障害福祉制度 

21障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備 
 全てのサービス利用者に対して、義務付けされたサービス等利用計画の作成を迅速かつ適切に行うため、報
酬体系の見直しを行い、各事業所における相談支援専門員の複数設置を可能とする。 

22障害福祉サービス支給量の決定方法の改善障害福祉サービス支給量の決定方法の改善障害福祉サービス支給量の決定方法の改善障害福祉サービス支給量の決定方法の改善 
 市町村が、サービス支給量の決定をより公平かつ適正に行えるよう、障害の状況や生活状況等障害者の個別環
境事例等を専門的見地から検証し、市町村の支給決定の規準となるような全国統一のガイドラインを作成する。 

23地域生活支援事業における必須事業の個別給付化地域生活支援事業における必須事業の個別給付化地域生活支援事業における必須事業の個別給付化地域生活支援事業における必須事業の個別給付化 
 国庫補助事業として市町村が実施している「地域生活支援事業」のうち、移動支援やコミュニケーション支
援など障害者にとって不可欠な市町村の必須事業を、市町村格差がなく安定した提供が可能となるよう、個別
給付（法による福祉サービス）とする。 

 

生活保護制度 

24医療扶助の適正化に実効ある制度の導入医療扶助の適正化に実効ある制度の導入医療扶助の適正化に実効ある制度の導入医療扶助の適正化に実効ある制度の導入 

 利用者への医療費通知の制度化や、初診料の自己負担制、医療費の一時立替払制度（自己負担分を支払った

後、適正受診と認定された場合に償還される仕組み）の導入、保険医療機関等に対する指導・監査権限の国へ

の一元化等により、医療扶助の適正化を図る。 

25福祉と就労を一体的に捉えた生活支援制度の導入福祉と就労を一体的に捉えた生活支援制度の導入福祉と就労を一体的に捉えた生活支援制度の導入福祉と就労を一体的に捉えた生活支援制度の導入 
 保護基準、最低賃金、年金等のバランスのとれた給付水準を設定する。また、ハローワークを都道府県に移管
し、稼働年齢層への集中的かつ強力な就労支援を実施するとともに、新たな生活困窮者自立支援制度に加え、雇
用政策を強化して、稼働年齢層の生活保護受給の抑制に全力を挙げる。 

26生活費の実態把握、生活費の実態把握、生活費の実態把握、生活費の実態把握、単給制度の単給制度の単給制度の単給制度の拡大及び拡大及び拡大及び拡大及び現物支給制度の導入現物支給制度の導入現物支給制度の導入現物支給制度の導入 

 生活保護の給付や保護費の使途の適正化につながるよう、生活保護世帯の消費実態を把握するとともに、住

宅扶助や一時扶助の単給を可能とし、また、指定カード等の現物支給制度を導入する。 

27生活保護生活保護生活保護生活保護受給資格の受給資格の受給資格の受給資格の一時停廃止制度の創設一時停廃止制度の創設一時停廃止制度の創設一時停廃止制度の創設 

 指示違反や不正受給を行った者に対し、悪質の度合いに応じた保護の「一時停廃止制度」を創設する。 

28累積金の取扱いの厳正化、グループホーム入居者の基準生活費の策定等累積金の取扱いの厳正化、グループホーム入居者の基準生活費の策定等累積金の取扱いの厳正化、グループホーム入居者の基準生活費の策定等累積金の取扱いの厳正化、グループホーム入居者の基準生活費の策定等 
 生活保護受給世帯の預貯金調査を定期的に実施し、一定額以上の預貯金を有している場合は、保護を停廃止
できる制度に改正する。また、居宅生活基準で生活扶助費が支給されるグループホーム入居者について、独自
の基準生活費を設定する。 

29社会的企業（ソーシャルビジネス）・ＮＰＯ等との連携を通じた生活支援・自立支援社会的企業（ソーシャルビジネス）・ＮＰＯ等との連携を通じた生活支援・自立支援社会的企業（ソーシャルビジネス）・ＮＰＯ等との連携を通じた生活支援・自立支援社会的企業（ソーシャルビジネス）・ＮＰＯ等との連携を通じた生活支援・自立支援 

 社会的企業の普及を促進しつつ、就職による完全な自立が困難な生活保護受給者に対し、社会的企業・ＮＰＯ

等との連携を行い、能力に応じた就労の場を提供することにより、生活支援や自立支援を行う。 
 

 

30大規模な税源移譲を行う際の交付金による自治体間格差の大規模な税源移譲を行う際の交付金による自治体間格差の大規模な税源移譲を行う際の交付金による自治体間格差の大規模な税源移譲を行う際の交付金による自治体間格差の是正等是正等是正等是正等 
 国庫補助金の一般財源化等により大規模な税源移譲を行う場合には、都市と地方間等において税収と負担の
不均衡が生じるため、自治体間の格差を個別の交付金によって国民・住民に分かりやすい形で適正に調整する。 
 国の臨時交付金により創設した各種基金を廃止する場合は、財源の恒久化対策を講じる。 

 

財政基盤 
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